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        平成２８年第会定例会一般質問 

 １３番議員、真政会の園部増治です。議長のお許しをいただきま

したので、通告に従い「農業問題」と「都市基盤整備について」の

２件につき質問をさせていただきます。 

 質問に入る前に、４月に発生いたしました熊本県や大分県を震源

とする地震によりまして、被災された皆様にお見舞いを申し上げま

すとともに、１日も早い復旧復興をお祈り申し上げまして、質問に

入ります。 

 はじめに農業問題について質問いたします。第２次総合計画に本

市の農業の現状と課題が記されております。それによりますと、「食

に関する国民の嗜好変化、価格が安い外国農産物の流入などにより、

我が国の農業をめぐる環境は厳しいものとなっていますが、環太平

洋戦略的経済連携協定（TPP）が平成２７年１０月に大筋合意に達

した結果、我が国の農業は、さらなる競争力強化を求められること

となりました。 

 古河市の農業は、利根川、渡良瀬川が生み出した、肥沃な土地と、

東京都心から５０～６０㎞圏に位置し、交通利便性が高いという特

性を生かし、これまで都市近郊型農業として発展し、稲作や野菜作
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りが盛んにおこなわれてきました。しかしながら、全国的な傾向と

同様に、農産物価格の低迷や農業従事者の高齢化、後継者不足など

による耕作放棄地の増加などが進行し、古河市の農業も厳しい環境

にあります。 

 近年では、経営規模拡大による法人化も見られ、認定農業者の支

援とあわせて担い手の育成を進めていますが、今後とも地域農業の

担い手となる認定農業者や新規就農希望者の育成・支援を進めると

ともに、経営の安定化を図っていく必要があります。 

 また、農地には、生産の基盤としての機能を基本として、自然環

境の保全機能、防災機能など様々な多面的役割があることから、今

後も優良農地を計画的に保全するとともに。耕作放棄地の現状を把

握し、その発生防止及び解決に向けた取り組みの継続が必要となっ

ています。 

 さらに農産物に対する消費者の安心・安全志向や高品質志向が高

まっていることから、生産者の顔の見える農産物直売・加工販売や

「地産地消」を推進するとともに、県銘柄産地指定を受けた地場産

野菜を使用した加工品の開発支援などを通じ、地域ブランドを育成

していくことが今後の課題となっています。 
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 このように記されており、さらに主な取り組みとして大きく３つ

の取り組みをしていく計画となっております。 

１．農業の経営強化と担い手の育成 ４項目 

２．生産基盤と農村集落環境の整備 ４項目 

３．農業、農産物による古河のブランドづくりと体験・交流の促進 

  ６項目が挙げられております。 

さらに、農業振興の今年度の取り組みとして「基本構想アクション

プログラム」が組まれております。 

そこでお伺いをいたしますが、 

１．担い手の育成・支援策について 

２．「水田フル活用ビジョン」について制度の内容と取組について 

３．耕作放棄地再生利用促進について  

 農業委員会等での調査の結果とこれまでの取り組み及び今後の     

 取り組みについて 

４．「産地パワーアップ事業」の推進について 

５．環境に配慮した農業の振興について 

６．土地改良施設の長寿命化と維持管理について 

以上、６項目についてご所見をお伺いいたします。 



4 

 

次に、都市基盤整備についてお伺いいたします。 

まず、花と緑のまちづくりについてでありますが、広報「古河」６

月号に６月は環境月間です。ということでふるさとを花いっぱいに

したい～アダプトプログラム事業～ということで紹介されておりま

す。 

アダプトプログラム事業は、市民や市民団体の皆さんに道路清掃や

公園の花壇管理などをボランティアで行っていただき、行政と協働

でまちの環境美化を進めるまちづくり事業です。 

 ５月現在道路等の清掃では７団体が、花壇の管理では１５団体が

活躍しています。 

 JR古河駅東口にあるプランター花壇の手入れを行っている、老人

クラブ七軒町白梅会。会長の佐藤弘さんは「少しでもふるさと古河

の美しいまちづくりに貢献したいと考えて活動しています。駅を利

用して古河訪れた人や、地元の人たちが古河駅に帰ってきたときに、

私たちが管理している花壇を見て、少しでも穏やかな気持ちになっ

てくれたらいいですね。」と話してくれました。まちの環境美化が、

地域の地道な活動に支えられていることが分かりました。と紹介さ

れています。 
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また、古河総合公園のアプローチ道路の花壇を管理してみません

か。ということで参加団体の募集もされております。 

 総合公園の集客力のアップにつきましては、中学生議会の中でも

質問がありました。「はなももばかりでなく総合公園に四季の草花を

植えることで、年間集客ができると思います」という提案もありま

したが、素晴らしい提案であると思います。 

 花いっぱいのまちづくりで公園ばかりでなく歩道の植え込みなど

にも花を植え付けられれば、さらに素晴らしいまちづくりができる

ことと思います。花いっぱいのまちづくりが全市に波及するような

取り組みをお願いしたいと思ますが、ご所見をお伺いいたします。 

 ２件目は「土地区画整理事業」についてであります。土地区画整

理事業は、都市の基盤を整備し、効率的な土地利用を促進する都市

計画を実現する手法として、古くから「都市計画の母」と呼ばれて

います。住宅地の開発や産業団地の造成、既成市街地の再開発、災

害からの復興など汎用性に富む、面的かつ総合的な都市整備ができ

るものであります。 

 一般の公共事業では、公共施設用地を買収して確保しますが、区

画整理事業では、換地により公共用地や保留地を生み出し、宅地を
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再配置するものであります。 

 都市基盤施設の用地や整備に要する費用は、各権利者が公平に負

担し、また、開発利益も公平に配分されるものであります。 

公的機関による施工の場合、地権者の代表による土地区画整理審議

会を通じて、意見の反映ができ、公平公正・透明に進められるもの

であります。今、古河市で取り組んでいる区画整理事業についてそ

の概要と目的、進捗状況についてお伺いをいたしまして１回目の質

問といたします。 
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【2回目】 

 それでは、自席より 2 回目の質問をいたします。ご答弁をいただ

きまして、ありがとうございました。 

まず、農業問題から 

１． 「担い手の育成・支援策について」ご答弁をいただきました。 

社会情勢の変化に伴って、担い手は減少傾向にありますが、そ

のような中で農業に取り組んでいこうという若者も見られま

すので、新規就農者への支援、４H クラブ等への支援、また、

認定農業者への支援はもとより、定年後に帰農する人も見られ

ますので、このような方への支援も合わせてお願いをいたしま

す。資金の調達、あるいは技術的な支援なども含めて、将来地

域を背負って立つ人材となれるような支援をお願いいたしま

す。 

次に 

２．「水田フル活用ビジョン」について制度の内容と取組についてで

ありますが、食管法が廃止されてから、一昨年の平成 26年産米

は、大暴落をいたしました。昨年産米は若干回復をいたしまし

たが、200 万トンを超える在庫を抱えており、消費に見合った
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生産をすることが迫られております。当面は、転作作物として

有利な飼料用米を活用しながら転作に取り組んでいくことが経

営的に有利になると思われます。しかし、飼料用米の作付をす

るのにどのようにしたらよいのかわからないという方もおりま

すので、JAと協力しながら進めていただきますようにお願いを

いたします。 

次に 

３．「耕作放棄地再生利用促進について」であります。 

 農業委員会等での調査の結果とこれまでの取り組み及び今後の     

 取り組みについてご答弁をいただきました。 

 ここ 2～3 年、土地改良区へも作付できなくなってしまったので、

誰か耕作してくれる人を紹介していただきたい。とか水田を返さ

れてしまったので、作ってくれる人を紹介して下さい。といった

問い合わせが多くあります。1年間作付をしないと荒れてしまいま

すし、耕作放棄地は、景観も悪く害虫の発生源や雑草の発生源に

なりますので、できる限り土地改良区としても耕作をしていただ

ける人を見つけてお願いをしているところであります。国の制度

もあるということでありますが、知らない人が多いので制度につ
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いて周知徹底をしていただきまして、耕作放棄地解消につなげて

いけるようにお願いをいたします。 

次に 

４．「産地パワーアップ事業」の推進についてであります。 

  産地パワーアップ事業は国の平成 27 年度補正予算として 505

億円計上されたものでありますが、水田・畑作・野菜・果樹等

の産地が、地域の営農戦略として定めた「産地パワーアップ計

画に基づき、意欲ある農業者等が、高収益な作物栽培体系への

転換を図るための取り組みをすべての農作物を対象として総合

的に支援します。」というものであります。 

  古河市には、県の銘柄産地としてサニーレタス、ニンジン、ニ

ガウリ、バラがあり、推進産地として南瓜、ブロッコリーがあ

りますので、JAや生産者の方と協議の上で補助率 2分の 1とい

う有利な補助事業でありますので、パワーアップ計画を立てて

いただきまして取り組んでいただきますようにお願いをいたし

ます。 

 

次に 

５．環境に配慮した農業の振興についてであります。 
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  循環型農業という観点から、堆肥を利用した「耕畜連携農業の

推進」やエコファーマー、特別栽培農産物認証制度などの推進

を図っていきたい。また、農業用廃プラスチックの回収促進を

図っていく、ということでありますので、引き続き取り組んで

いただきますようお願いをいたします。 

  さらに、「農地・水環境保全事業」の推進ということでご答弁を

いただきました。農業者だけでも取り組めるようになったとい

うこともあり、取り組む団体が増えてきたのは、喜ばしいこと

と思います。 

  農地・水環境保全事業は、農用地や農業施設の持つ多面的な機

能を知っていただき、次世代へと伝えていく農村環境の保全を

目的に行われているものであります。そのために農業者ばかり

でなく、地域の自治会、老人クラブ、子ども会など地域を巻き

込んで共同活動が行われているところであります。 

  用排水路の草刈りや泥あげ、ごみ掃除などのほか用水路や道路

沿いに草花を植えたり、休耕地にひまわりや菜の花などを植栽

したりして景観形成活動も行っていただいており、地域の方々

にも喜ばれているところであります。これからも輪を広げてい
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ただきますようにお願いを申し上げます。 

次に 

６．土地改良施設の長寿命化と維持管理についてであります。 

 土地改良施設は、古いものでは大正末期から昭和初期にかけての   

 耕地整理によって作られたものもあり、その後昭和 40 年代から 

50年代にかけての再圃場整備によって整備された施設が大部分を占

めています。30 年から 40 年が経過しておりその維持管理に支障が

出てきている施設も見受けられます。 

 特に排水機場施設につきましては、その更新工事には莫大な費用

が掛かりますので、国・県からの予算の取り付けをお願いしていか

なければなりませんが、平成 22年に民主党政権下で国の予算が 6割

以上という大幅な削減をされてから、更新計画が計画通りにできな

くなってしまいました。少しずつ回復してきておりますが、なかな

か厳しい状況にあり、施設の長寿命かのためのストックマネジメン

ト事業については大幅に遅れているのが現状であります。国の農林

水産省・財務省や県に対しても現場とともに働きかけていただきま

して、計画的な更新工事ができますようにお願いをいたします。 
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「アダプトプログラム事業」につきましては、 

県の事業において取り組んでいるところもありますので、県事業と

ともに、広げていっていただきたいと思います。 

「花いっぱいのまちづくり」についてでありますが、 

近くでは、幸手市の権現堂公園でありますが、桜が有名でしたが、

近年では、さくらに加えてスイセン、曼珠沙華、菜の花、そして桜、

アジサイと長期間にわたって集客できるように考えてやっておりま

す。公園の集客の手法として、四季の花を利用するということも考

えていくと良いのではなかろうかと思います。 

次に 

土地区画整理事業についてでありますが、 

まず 

１．片田南西部土地区画整理事業につきましては、保留地の処分が

できたということでよかったと思います。 

次に 

２．古河駅東部土地区画整理事業についてでありますが、 

事業の概要とこれまでの取り組みについてご答弁をいただきました。 

今年度予算の中で、残念なのは、県補助金が９９．２％の減、国庫
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補助金が、４０．２％の減になってしまったことであります。進捗

率も大きく落ち込んできてしまっております。大区画保留地につき

ましても問い合わせがあるというだけで、一向に進捗がありません。

草ぼうぼうのままで３年半が過ぎてしましまいました。 

 これからどのように進めるのか。国・県へはどのように働きかけ

ているのか合わせてお伺いをいたします。さらに、地権者との話し

合いについてどのように考えているのかお伺いいたします。 

次に 

３．大堤南部地区土地区画整理事業であります。 

 概要と目的についてご答弁をいただきました。大堤南部地区は、

新都市拠点という位置づけの下に、JR 宇都宮線新駅周辺において、

新市街地の形成に努め、新駅設置の早期実現を図りますとされてお

りますが、進捗率は０であります。私は、地元で毎日生活をしてお

りますので、地元の方が、高い固定資産税と都市計画税を取られな

がら土地利用ができないという悲痛な思いをひしひしと感じ取って

おります。何とかして欲しい、火を消さないようにして欲しい。新

駅の問題は、地元ばかりでなく古河市の将来にとっても大きな問題

であるので、古河市が取り残されないように頑張って欲しいという
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声も多く寄せられております。 

 ぜひ早期実現を目指して取り組んでいただきたいと思いますが、

ご所見をお伺いいたしまして、２回目の質問といたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【３回目】 

 それでは、３回目の質問をいたします。 

農業問題につきましては、農政課、土地改良課、農業委員会等役所

内で、また、県の関係機関等とも綿密な連携の下で、取り組んでい

ただきますようにお願いをいたします。答弁は結構です。 

 また、都市基盤整備についてでありますが、特に区画整理事業に

つきましては、「古河駅東部土地区画整理事業」と「大堤南部土地区

画整理事業」が都市計画決定を受けて頂いております。これから都

市計画決定を受けるというのでは、年数がかかってしまうことにな

りますので、都市計画決定を受けて頂いていることを着実に進める

ことが、良好な都市計画の近道であると思います。 
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 また、日野自動車の本格操業が目前に迫っておりますので、ぜひ

定住促進の受け皿となる良好な市街地の提供のために、スピード感

をもって進めていただきたいと思います。 

  

 

新駅につきましても市長は「あんな山の中になんか、駅なんか出来

っこないよ。」と申されておりますが、これでは市民のみなさんは、

がっかりしてしまうと思います。 

 それから、１５年後を目途に、坂東市や常総市、八千代町、筑西

市などでは、千葉県の野田市から地下鉄８号線を延伸して引っ張っ

てこようと考えているんです。そうなると古河市は、ますます取り

残されてしまうかもしれません。地下鉄８号線の延伸から比べれば、

新駅の設置は夢ではありません。 

 JRで線路の両側の山林を伐採していただきましたので、駅ができ

る環境は整いつつあると思います。新駅は、市長が先頭に立って進

めなければ到底できませんので、ぜひそのような取り組みをお願い

いたしまして、質問を終わります。 

 


